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私たちの想い 

病気にかかっている子どもの発達のニーズを満たしながら、トータル・ケアを保障する保育と看

護を行い､ 子どもの健康と幸福を守るためのあらゆる世話をしていきたい。 

 

病児保育とは？ 

  保護者の就労等及び病気又はケガのため、病気等にかかっている児童の集団保育等が困難な場

合、かかりつけの医師の指示のもと、適切な処遇が確保される施設において、一人ひとりの体調に

合わせて一時的にお預かりする事業です。 

 

利用できる人 

病児保育が利用できる児童は、鴻巣市内に住所を有する児童で、次の各号のいずれにも該当する

場合です。 

①生後６カ月から小学校６年生までの児童。 

②病気の回復期に至らない場合又は病気の回復期であり、かつ、集団保育が困難な児童。 

③保護者が、就労、傷病、事故、出産、冠婚葬祭その他の社会的にやむを得ない理由により、家

庭において保育が困難な児童。 

④病児保育及び病後児保育の利用が可能であると医師が認める児童 

⑤インフルエンザの場合は発症から３日経過後、３８℃以下に解熱している児童 

ただし、以下の場合はご利用できません。不明な点は施設に問い合わせ下さい。 

① 空気感染する疾患（麻疹、水痘など） 

② 感染性疾患で感染力の強い時期 

③ 高熱により、食事や睡眠が困難な状態 

④ 咳や喘息により、呼吸が苦しそうな状態 

⑤ １時間に一回以上、嘔吐、下痢を繰り返している状態 

⑥ 入室時に３９．５℃を超える熱がある場合。医師から許可が下りた場合はご利用できます

（診療情報提供書をご持参ください） 

⑦ 入室前の６時間以内に解熱剤を服用した時は与薬時の体温が３９．５℃を超えていた場合 

  ※上記に加えて、受け入れ時の全身状態によりご利用をお断りすることもありますのでご了         

   承ください。 

  ※他の利用児童の利用（静養）に支障がある場合は、利用をお断りまたは利用開始後であって           

   も、お迎えをお願いすることがあります。 

また、熱性けいれんや持病のある方は、必ずご利用前にお電話にてご相談下さい。 

 



 

利用できる曜日・時間・定員など 

 ・月曜日から金曜日 

   (国民の祝日に関する法律に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日の間を除く) 

・午前８時から午後６時まで 

・１日の利用定員は６人までとなります。(キャンセル待ちはできます) 

・一回の申請につき、連続７日以内となります。 

 ただし、やむを得ない理由があるときは、必要最小限度の範囲内で延長することができます。 

費用 

 ・一律にかかるもの 

保育料 ２０００円（日額） 

※生活保護法による被生活保護世帯又は前年度分市町村民税非課税世帯に該当する場合は、無

料となります。 

・利用者のみかかるもの 

   給食 ４０７円(１食)、おやつ ８０円・補食 ２０円(１回)、マスク(１枚) ５０円、おむつ(１枚) ５０円 

 

利用までの流れ 

１．まず、利用の登録をして下さい 

  登録は、｢鴻巣市役所保育課｣で行えます。 

２．お子さまが病気になったら 

 ３．ネットで利用の予約をして下さい（事前に会員登録が必要です） 

①専用ＵＲＬ（会員登録・利用予約）⇒https：//www.megumi-byoji.com よりお申込みくださ

い。  

※鴻巣市への確認がありますので平日17時までにお願いします。 

  17時以降の申請は、翌日8時30分以降の承認になります。 

※鴻巣市への登録をインターネットで行うと登録番号が分かるまで 

時間がかかりますので、受付したときの番号を入力してください。 

 

②キャンセルされる場合も上記ＵＲＬより利用予定前に必ずお手続きください。 

③利用定員に達している場合でキャンセルが出た時には、キャンセル待ち登録を行った方にメー

ルにてご連絡いたします。 

④お迎え時間の変更など緊急の場合には、℡０４８－５４１－１１１０までご連絡ください。 

４．かかりつけ医の受診 

  かかりつけ医に病児保育を利用する旨を伝え、「診療情報提供書」の発行を受けてください。 

  ※診療情報提供書の証明を受けられない場合は、利用できません。 

５．利用 

  利用日に利用申請書と診療情報提供書等をご提出ください。 

http://www.megumi-byoji.com/


 

  ※利用する日の持ち物 

    ・病児保育利用申請書（病児保育室にあります） 

・診療情報提供書（病院発行）・健康保険証 

・保育料（所得に応じた負担があります。） 

・その他、保育に必要なもの《詳細は以下》 

※当日のお子さんの状況によっては、診療情報提供書がある場合でもお断りする場合もありま

すので、ご了承下さい。 

６．支払い 

お子さんをお迎えの際に､当日の保育料及び給食費等の実費をお支払い下さい。 

利用する日の持ち物 

① 診療情報提供書 

② 病児・病後児保育利用申請書 

③ 母子手帳 

④ 非課税世帯や生活保護世帯の方はそれを証明するもの 

⑤ 着替え一式（肌着、パンツ、服２組程度） 

⑥ バスタオル２枚（昼寝用） 

⑦ マスク２～３枚（３歳以上必須） 

⑧ 汚れ物入れ袋２～３枚 

⑨ 処方薬１回分 

⑩ お薬手帳、薬袋などの服薬方法が明記してあるもの 

⑪ 弁当（離乳食、アレルギー対応のお子様のみ） 

⑫ お気に入りの玩具（ゲーム機は除く）や本、自主学習道具 

⑬ 紙オムツ（１０枚程度） 

  ※持ち物には必ず名前を書いて下さい 

  ※哺乳瓶、手拭き、おしり拭きは施設のものを利用します。 

  ※ミルク、おやつ、給食（普通食のみ）は施設から提供します。 

   アレルギーの方はご持参下さい。 

その他 

・お迎えは、必ず午後６時までにお願いします。 

・利用の途中であっても、お子さんの体調によってはお迎えをお願いすることがあります。 

・入室時間の遅れなどについては、速やかにめぐみの木病児保育室に連絡してください。 

・利用の状況及びお子様の体調によっては、お子様をお預かりできないこともあります。 

 

送迎対応 

お子さんが通われている学校や保育園などで体調不良となった際、保護者の方が仕事の都合など

でお迎えに行くことが出来ない場合、病児保育施設の看護師又は保育士がタクシーを使用し、保護者

の代わりに学校や保育園などへ迎えに行き、病児保育室の協力医療機関の医師の診察を受け、保護者



 

が迎えに来るまで、病児保育室で一時的にお子さんをお預かりすることが出来ます。 

 利用にあたっては、事前に病児保育の利用登録とは別に「送迎病児保育利用同意書」を提出いただ

き、登録してください。 

送迎対応は、救急搬送の医療とは明確に異なることや、面識のない大人（看護師・保育士）に知らない

場所に連れて行かれることは、こどもの心身への負担が大きいということを、十分にご理解したうえ

でのご利用をお願いいたします。 

また、協力医療機関が休診等で受診出来ない場合には送迎対応は行えませんので、予めご了承くだ

さい。 

なお、送迎対応は満1歳未満のお子さんは、利用できません。 


